
　市では、持続可能で安定した国保事業の運営のため、
令和４年度から段階的に税率改正を行っていきます。
　また、県では、市町村ごとに異なる保険税率を統一
することを目指しています。本市は、県内の税率を統
一する際の指標となる県の標準保険税率と比較して低
い保険税率であることから、段階的な税率改正が必要
となります。

■ 令和４年度国民健康保険税率の改正 ■■ 令和４年度国民健康保険税率の改正 ■
令和４年度　国民健康保険税率

所得割
（前年度比）

均等割
（前年度比）

医 療 分 6.9％
（△0.1％）

20,000円
（＋4,000円）

支 援 金 分 2.3％ 13,000円
介 護 分 2.0％

（＋0.3％）
16,000円

（＋2,000円）
合 　 計 11.2％

（＋0.2％）
49,000円

（＋6,000円）

国民健康保険のお知らせ国民健康保険のお知らせ 問い合わせ／国保年金課保険担当（内線2652）

　国民健康保険税は医療分、後期高齢
者支援金分、介護分からなっており、法
改正により今年度の課税限度額（保険税
の上限）は医療分が２万円、支援金分が
１万円引き上げられました。

■ 課税限度額の引き上げ ■■ 課税限度額の引き上げ ■
令和４年度　国民健康保険税率

課税限度額 令和３年度 令和４年度
医 療 分 63万円 65万円（＋２万円）
後期高齢者支援金分 19万円 20万円（＋１万円）
介 護 分 17万円 17万円（変更なし）
合 　 計 99万円 102万円（＋３万円）

春の叙勲、危険業務従事者叙勲等
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国民年金のお知らせ国民年金のお知らせ 問い合わせ／大宮年金事務所（☎048-652-3399）
国保年金課年金担当（内線2437）　

　公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度ごとに改定されます。改定後の年金額は、６月上
旬より順次送付される年金額改定通知書等でお知らせします。

■ 年金額の改定 ■■ 年金額の改定 ■

　国民年金第１号被保険者及び任意加入被保険者の
方は、月々の定額保険料（令和４年度１6,59０円）に付
加保険料400円を上乗せして納めることで、将来、受
給する老齢基礎年金額を増やすことができます。付
加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
２年間受給すると納付した付加保険料の総額と同額
になるためお得です。
申込み先／国保年金課・両支所福祉グループ

■ 国民年金付加年金制度について ■■ 国民年金付加年金制度について ■

〇付加保険料の納付は、申し込んだ月分か
らになります

〇国民年金第２号被保険者・第３号被保険
者・国民年金保険料の免除適用者・国民年
金基金に加入されている方は、納付の申
込みができません

〇付加年金は定額のため、物価スライド（増
額・減額）はありません

後期高齢者医療制度のお知らせ後期高齢者医療制度のお知らせ 問い合わせ／国保年金課後期高齢者医療
担当（内線2662・2663）

　窓口負担の見直しに伴い、今年度は被保
険者証を、被保険者全員に対して特定記録
郵便（転送不要）で２回送付します。窓口
負担の見直しの詳細は広報３月号11ページ
をご覧ください。

■ 新しい被保険者証の送付 ■■ 新しい被保険者証の送付 ■

■ 保険料率について ■■ 保険料率について ■
　　２年ごとに保険料率の見直しを行っており、令和４年度の保険料率は
右記のとおりです。なお、年間の賦課限度額は66万円です。

均等割額＝44,170円
所得割率＝8.38％　

交付月 有効期間 記載の負担割合
７月 令和４年８月１日～９月30日 １割又は３割
９月 令和４年10月１日～令和５年７月31日 １割、２割又は３割
※有効期限切れの被保険者証は、国保年金課・両支所福祉グループに返却又は
　　自身で裁断する等処分してください

　令和３年中の所得を基に算定した保険料の決定通知書を７月に送付します。納付方法は、特別徴収（年
金からの天引き）と、普通徴収（納付書又は口座振替による納付）の２種類です。

■ 保険料の納付について ■■ 保険料の納付について ■

■普通徴収（納付書払い又は口座振替）の場合
第１期（８月１日）からの納付となります。期限内
に金融機関等での納付又は引落し口座への入金を
お願いします。令和３年度中に保険料の軽減や変
更等により年金天引きが中止された方も、年金天
引きが再開される場合があります

■特別徴収（年金天引き）のみの場合
10月より本徴収が開始されます。４月以降に年
金天引きされている方は、８月までが仮徴収と
なり、今回計算された保険料から仮徴収額を引
いた金額が本徴収の金額となります。年金天引
きの方は、申請により納付方法を口座振替へ変
更できます

■普通徴収は口座振替が便利です
　国民健康保険税を口座振替していた方も、改めて申請が必要です
手続方法／通帳など口座番号のわかるものと通帳印を持参のうえ、金融機関、国保年金課、両支所福祉グルー
プ（国保年金課・両支所で手続きをする場合、取扱金融機関は限られますが、キャッシュカード・暗証番号
で手続きできます）※手続きの日から１ヶ月以内に納期限を迎えるものは口座振替が間に合いません

　高額な医療費がかかりそうな場合、事前に「医療限度額適用・標準負担額減額認定証」
や「医療限度額適用認定証」の交付を受けることで、窓口で支払う医療費の自己負担額を軽
減することができます。交付には事前に申請が必要です。また、交付を受けるには所得等の
条件があります。詳細は市HPをご覧ください。

医 療 費医 療 費 がが高高額額になるときになるときはは

▲市HP
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